
 
合 意 書 

 
 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁総合政策局フィンテック

モニタリング室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情

報の提供に当たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁総合政策局フィンテック監理官 曲淵 敏弘 

  
 



 
合 意 書 

 
 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局銀行第二課（以下

「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当たって，

次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁監督局銀行第二課長  新発田 龍史   
 

 



 
合 意 書 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局保険課（以下「乙」

という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当たって，次のと

おり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁監督局保険課長    池田 賢志 
   
 

 



 
合 意 書 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局銀行第二課協同組

織金融室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提

供に当たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁監督局協同組織金融室長 和田 良隆   
 

 
 



 
合 意 書 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局総務課監督調査室

（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当た

って，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
             金融庁監督局総務課監督調査室課長補佐 杉谷 高明 
   
 

 



 
合 意 書 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局総務課郵便貯金・

保険監督参事官室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記

情報の提供に当たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
         金融庁監督局総務課郵便貯金・保険監督総括参事官 森 拡光 

  
 

 



 
合 意 書 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局総務課金融会社室

（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当た

って，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁監督局総務課金融会社室長 岸本 学   
 

 
 



 
合 意 書 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局銀行第一課（以下

「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当たって，

次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁監督局銀行第一課長  山下 正通 
   
 

 



 
合 意 書 

法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁企画市場局企業開示課開示

業務室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供

に当たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
         金融庁企画市場局企業開示課開示業務室長 西山 香織   
 
 
 



 
合 意 書 

法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁企画市場局総務課金融トラ

ブル解決制度推進室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登

記情報の提供に当たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 

金融庁企画市場局総務課金融トラブル解決制度推進室長  今西 隆浩 
 
 
 



 
合 意 書 

法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局外国証券等モニタリ

ング室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供

に当たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
           金融庁監督局外国証券等モニタリング室長  橋本 成央 

  
 
 



 
合 意 書 

法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁監督局証券課（以下「乙」

という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当たって，次のと

おり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
              金融庁監督局証券課長    尾﨑 輝宏   
 
 
 



 
合 意 書 

法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び金融庁企画市場局市場課市場業務

室（以下「乙」という。）は，登記情報連携システムを用いた登記情報の提供に当

たって，次のとおり合意した。 
記 

１ 乙は，申請等をする者に係る登記事項証明書であって当該申請等に関する他の

法令の規定において当該申請に際し添付することが規定されているものについ

て，情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき，直接に，又は電子情報処理組織を使用して，登記事項証明

書により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参照することができる場合に

おいて，当該情報を当該申請等に関する他の法令に規定する事務以外の目的に使

用し，又は他に漏らしてはならない。 
 
２ 上記１の目的を達成するため，乙は，甲に対し，提供を受けた情報の取扱い及

びこれを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリ

ティポリシーを変更したときも同様とする。 
 
３ 乙は，提供された情報等を利用したことに起因して発生した損害（第三者の権

利の侵害も含む。）については，自らこれを負担する。 
 
４ 登記情報連携システムを使用して取得した情報の適切な管理のための要請等に

ついては，次のとおりとする。 
 一 甲は乙に対し，登記情報連携システムを使用して取得した情報等の適切な管

理のための措置の実施状況について，報告を求めることができる。 
 二 甲は，乙の報告に基づき，必要に応じて，当該情報等の適切な管理のための

措置の実施について要請を行うことができる。 
 三 乙は，甲に対し，一の求め又は二の要請があったときは，誠実に対応するも

のとする。 
 
   令和２年 10 月 23 日 
 
              法務省民事局商事課長    篠 原 辰 夫   
 
       金融庁企画市場局市場課市場業務室 市場業務監理官 繁本  賢也 

  
 


